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「
公
立
病
院
改
革

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
公
表

　
　

月　

日
の
新
聞
（
夕
刊
）
に
お

12

21

い
て
、
国
（
総
務
省
）
の
「
公
立
病

院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）」
に

つ
い
て
の
一
斉
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
指
針
は
、
昨
年
６
月
成
立
し

た
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
地

方
自
治
体
が
経
営
す
る
病
院
事
業
が

抱
え
る
多
く
の
赤
字
が
、
当
該
自
治

体
の
財
政
運
営
全
体
に
及
ぼ
す
影
響

が
極
め
て
大
き
い
現
状
を
踏
え
て
、

抜
本
的
な
改
革
の
実
施
に
よ
る
健
全

経
営
を
促
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
昨
年
来
、
国
に
お
い
て

検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
が
注
視

さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

　

指
針
は
、「
第
一
、
公
立
病
院
改
革

の
必
要
性
」、「
第
二
、公
立
病
院
改
革

プ
ラ
ン
の
策
定
」、「
第
三
、公
立
病
院

改
革
プ
ラ
ン
の
実
施
状
況
の
点
検
・

評
価
・
公
表
」、「
第
四
、
財
政
支
援
措

置
等
」
か
ら
成
っ
て
お
り
、
公
立
病

院
改
革
プ
ラ
ン
の
策
定
で
は
、
平
成

　

年
度
内
で
の
改
革
計
画
の
策
定
を

20求
め
る
こ
と
と
し
、
改
革
の
内
容
と

し
て
は
、「
当
該
病
院
の
果
た
す
べ
き

役
割
及
び
一
般
会
計
負
担
の
考
え

方
」
や
「
経
営
の
効
率
化
」、「
再
編
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」、「
経
営
形
態
の

見
直
し
」
な
ど
を
計
画
す
る
も
の
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
改
革
プ
ラ
ン
の
策

定
に
よ
り
、
公
立
病
院
の
再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
経
営
形
態
の
見
直

し
等
に
伴
う
清
算
等
に
要
す
る
経
費

と
し
て
「
公
立
病
院
特
例
債
」
の
発

行
が
平
成　

年
度
に
限
り
認
め
ら
れ
、

20

不
良
債
務
等
を
長
期
債
務
に
振
り
替

え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
不

良
債
務
の
計
画
的
な
解
消
へ
の
支
援

が
行
わ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

 

 

診
療
所
へ
の
財
政
支
援

既
存
診
療
所
の
該
当
は
未
知
数

　

当
町
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の
指

針
に
お
い
て
、
国
保
診
療
所
の
７
億

７
、
５
０
０
万
円
を
超
え
る
累
積
赤

字
の
解
消
に
向
け
た
何
ら
か
の
支
援

措
置
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
昨
年
以

来
、
北
海
道
、
北
海
道
市
長
会
及
び

北
海
道
町
村
会
の
三
者
機
関
が
、
国

に
対
し
て
要
望
を
行
っ
て
き
た
「
市

町
村
立
病
院
事
業
等
の
不
良
債
務
等

の
抜
本
的
な
健
全
化
支
援
措
置
の
創

設
」
の
実
現
に
、
大
き
な
期
待
を
寄

せ
て
き
た
経
緯
に
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
時
点
に
お
き
ま
し
て

は
、
こ
の
「
公
立
病
院
特
例
債
」
に

つ
い
て
、
公
立
診
療
所
を
も
対
象
と

す
る
も
の
な
の
か
否
か
は
明
ら
か
で

は
な
く
、
ま
た
、
対
象
に
な
る
と
仮

定
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
改
革
プ

ラ
ン
の
策
定
が
必
要
と
な
り
、
当
町

の
診
療
所
の
場
合
、
既
に
入
院
及
び

夜
間
・
土
日
の
診
療
廃
止
や
薬
局
の

院
外
化
な
ど
具
体
的
な
経
営
の
効
率

化
の
た
め
の
改
革
が
進
行
し
て
い
る

現
状
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
立
病
院

特
例
債
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
難
し

い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
指
針
の
中
の
「
第
四
、
財

政
支
援
措
置
等
」
に
お
い
て
は
、
公

立
病
院
に
関
す
る
既
存
の
地
方
財
政

措
置
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
公

立
病
院
に
関
す
る
地
方
財
政
措
置
の

重
点
化
を
掲
げ
、『
過
疎
地
等
に
お
け

る
病
院
、
診
療
所
に
係
る
地
方
交
付

税
措
置
の
充
実
を
検
討
す
る
。』こ
と

が
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ

で
い
う
『
診
療
所
』
に
つ
い
て
は
、

改
革
プ
ラ
ン
の
策
定
に
基
づ
き
病
院

か
ら
診
療
所
へ
の
経
営
の
縮
小
が
行

わ
れ
た
診
療
所
を
指
す
も
の
か
、
あ

る
い
は
、
当
町
の
よ
う
な
既
に
経
営

の
効
率
化
の
た
め
の
改
革
が
行
わ
れ

て
い
る
既
存
の
診
療
所
を
も
含
め
る

も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
現
段
階
で

は
定
か
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

従
い
ま
し
て
、
引
き
続
き
こ
れ
ら

指
針
の
運
用
に
係
る
情
報
の
収
集
に

努
め
る
と
と
も
に
、
道
の
指
導
助
言

も
得
な
が
ら
、
財
政
健
全
化
計
画
の

実
効
性
に
資
す
る
適
切
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
よ
う
努
力
を
傾
け
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 

味
処
し
ゃ
こ
た
ん
運
営
事
業
等

指
定
管
理
者
制
度
へ
移
行

　

町
の
直
営
に
よ
る
営
業
体
制
や
不

採
算
性
な
ど
長
年
の
課
題
を
抱
え
て

き
た
経
緯
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成

　

年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、
逼
迫
し

19た
町
財
政
の
下
で
の
運
営
収
支
の
赤

字
回
避
を
最
優
先
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
と
判
断
し
、
営
業
を
休
止
し

た
経
緯
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
間
、
平
成　

年
度
を
含
む
今

20

後
の
運
営
の
あ
り
方
、
方
向
性
に
つ

い
て
、
庁
内
検
討
を
重
ね
る
一
方
、

公
設
民
営
方
式
と
し
て
の
指
定
管
理

者
制
度
へ
の
転
換
の
方
向
性
に
つ
い

て
、
民
間
の
立
場
か
ら
町
指
定
管
理

者
選
定
委
員
会
に
お
い
て
広
く
ご
意

見
を
い
た
だ
い
て
き
た
ほ
か
、
補
助

事
業
で
取
得
し
た
公
有
財
産
の
法
的

処
分
制
限
に
係
る
課
題
整
理
等
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
今
後
の
運

営
方
式
の
あ
り
方
と
し
ま
し
て
は
、

一
、
こ
れ
ま
で
の
同
施
設
の
運
営
実

績
や
町
財
政
の
現
状
を
踏
ま
え
、

今
後
の
運
営
赤
字
の
補
填
や
施
設

の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕
費
の
増
高

に
係
る
町
の
財
政
負
担
等
を
考
慮

し
た
場
合
、
引
き
続
き
町
の
直
営

方
式
で
の
運
営
を
続
け
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
。

二
、
現
状
に
お
い
て
は
、
公
設
民
営

方
式
と
し
て
の
指
定
管
理
者
制
度

へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
が
最
も
適

切
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
。

　

そ
の
場
合
の
指
定
管
理
者
の
公

募
に
あ
っ
て
は
、
地
域
性
へ
の
配

慮
を
優
先
し
、
町
内
事
業
者
に
限

定
し
た
公
募
を
第
一
に
行
う
べ
き

町
政
報
告

平成20年第１回
　積丹町議会臨時会
　１月18日招集され、議案12件が審議され、同

月24日閉会しました。

　そのあらましについてお知らせします。
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こ
と
。

　

し
か
し
、
仮
に
第
一
段
階
の
地
域

限
定
の
公
募
に
対
す
る
適
当
な
応
募

者
が
な
い
場
合
に
は
、
改
め
て
、
町

外
事
業
者
の
公
募
、
更
に
は
当
該
施

設
の
普
通
財
産
化
に
よ
る
財
産
処
分

を
検
討
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 

下
水
道
使
用
料
の
引
き
上
げ
改
定

高
齢
者
の
減
額
制
度
は
存
続

　

平
成
７
年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま

15

で
に
整
備
を
完
了
し
供
用
を
開
始
し

て
い
る
町
内
５
地
区
の
下
水
道
（
集

落
排
水
施
設
）
を
経
営
す
る
下
水
道

事
業
特
別
会
計
が
、
供
用
開
始
当
時

の
下
水
道
使
用
料
水
準
の
ま
ま
現
在

に
至
っ
て
い
る
一
方
、
こ
の
間
の
施

設
整
備
に
伴
う
公
債
費
の
増
高
に
よ

り
、
経
営
収
支
の
均
衡
維
持
が
極
め

て
困
難
な
状
況
が
続
い
て
き
た
経
緯

に
あ
る
た
め
、
今
後
の
町
財
政
の
健

全
化
対
策
を
踏
ま
え
て
、
一
般
会
計

繰
出
金
の
抑
制
を
基
本
と
し
た
経
営

収
支
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
特
に
急

が
れ
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
当

該
特
別
会
計
の
健
全
維
持
と
施
設
の

円
滑
な
持
続
運
営
の
観
点
か
ら
、
下

水
道
平
準
化
債
の
発
行
活
用
や
北
海

道
内
の
下
水
道
使
用
料
水
準
と
の
現

状
比
較
な
ど
を
勘
案
し
、
下
水
道
事

業
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
下
水
道

使
用
料
の
引
き
上
げ
を
骨
子
と
す
る

改
革
の
着
手
に
つ
い
て
は
、
特
に
急

が
れ
る
も
の
と
判
断
を
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
現
行　

歳
以
上
の
高
齢
者

70

加
入
世
帯
に
対
す
る
基
本
料
金
二
分

の
一
の
減
額
制
度
に
つ
い
て
は
、
関

係
諮
問
機
関
の
答
申
に
沿
っ
て
、
当

分
の
間
存
続
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
現
下
の
厳

し
い
経
済
情
勢
、
生
活
環
境
の
下
で

は
あ
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
、
改
革
の
重

要
性
に
つ
き
ま
し
て
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
１
号

平
成　

年
度
積
丹
町
一
般
会
計
補

19

正
予
算
（
第
５
回
）

　

現
行
予
算
に
８
２
５
万
１
千
円
を

追
加
し
、　

億
８
４
２
万
７
千
円
と

24

す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
繰
越
金
８
２

５
万
１
千
円
を
増
額
、
歳
出
に
つ
い

て
は
、
他
会
計
繰
出
金
（
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
）
８
２
５
万
１
千
円

を
増
額
す
る
も
の
で
す
。（

原
案
可
決
） 

議
案
第
２
号

平
成　

年
度
積
丹
町
介
護
保
険
事

19

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
回
）

　

現
行
予
算
に
６
、
６
０
０
万
円
を

追
加
し
、
３
億
４
、
７
７
２
万
７
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
国
庫
支
出
金

１
、
７
１
８
万
２
千
円
、
道
支
出
金

１
、
０
６
１
万
円
、
支
払
基
金
交
付

金
２
、
１
４
０
万
４
千
円
、
一
般
会

計
繰
入
金
８
２
５
万
１
千
円
、
町
債

（
財
政
安
定
化
基
金
貸
付
金
）５
８
０

万
円
を
増
額
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
６
、

６
０
０
万
円
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

　

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
で
は
、

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
利

用
に
係
る
介
護
給
付
費
の
支
払
い
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
施
設

系
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
介
護
老
人
保
健

施
設
へ
の
入
所
者
並
び
に
在
宅
系
サ

ー
ビ
ス
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
利

用
者
の
増
加
等
の
要
因
に
よ
り
、
平

成　

年
度
よ
り
介
護
給
付
費
の
支
払

18
い
が
増
高
し
て
お
り
、
平
成　

年
度

18

か
ら
平
成　

年
度
ま
で
の
第
３
期
計

20

画
期
間
で
予
想
し
た
介
護
給
付
費
の

水
準
を
超
え
る
支
払
が
続
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

（
原
案
可
決
）

議
案
第
３
号

積
丹
町
美
国
地
区
緑
地
等
利
用
施

設
条
例
に
つ
い
て

　

味
処
し
ゃ
こ
た
ん
運
営
事
業
等
に

係
る
積
丹
町
美
国
地
区
緑
地
等
利
用

施
設
を
、
指
定
管
理
者
制
度
に
移
行

す
る
た
め
、
積
丹
町
指
定
管
理
者
選

定
委
員
会
の
答
申
を
得
て
、
地
方
自

治
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
た
に
積

丹
町
美
国
地
区
緑
地
等
利
用
施
設
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。（
積
丹
町

美
国
地
区
緑
地
等
利
用
施
設
の
設
置
、

管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
の
廃

止
）

（
原
案
可
決
）

議
案
第
４
号

積
丹
町
集
落
排
水
処
理
施
設
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

下
水
道
事
業
特
別
会
計
の
財
政
健

全
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
下
水
道

使
用
料
の
引
き
上
げ
改
定
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
、
町
行
財
政
改
革
推
進

委
員
会
の
答
申
を
得
て
、
係
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

（
原
案
可
決
）

※
議
案
第
５
号
か
ら
議
案
第　

号
ま

12

で
は
、
平
成　

年
度
積
丹
町
各
会
計

18

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
で
、
い
ず
れ

も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

審
議
さ
れ
た
案
件

News議会ニュース

下水道使用料が改定されます
平成20年４月から基本料金が50％増

比較（率）改　正現　行区　分
基本料金
水　　量

用途別

500円
(50％)

1,500円1,000円
基本
料金

10�まで一般用
70円
(88％)

150円80円
超過
料金

1,000円
(50％)

3,000円2,000円
基本
料金

10�まで
営業用及
び
団体用 60円

(67％)
150円90円

超過
料金

施行時期：平成20年４月１日

※70歳以上の老人加入世帯に対する使用料減免制度は、当分の
間存続します。




